
※流動食のみを提供する場合以外となります。

入院時食事療養費について

■入院時食事療養費（Ⅰ）

当院では、入院時食事療養費（Ⅰ）の届出を行っております。

食事は医療の一環として提供されるべきものです。当院では、管理栄養士の管理により、

患者さまの年齢、病状によって適切な栄養量および内容の食事を適時（夕食については

午後６時以降）、適温で提供しています。

■治療食の提供について

当院では、患者さまの病状に合わせた治療食（腎臓病、肝臓病、糖尿病等）を提供して

おります。

所得区分
標準負担額

69歳までの患者さま 70歳以上の患者さま

１食１９０円
（１日３食５７０円)

限度額適用区分「ア」 現役並「Ⅲ」
１食５１０円

（１日３食１,５３０円)
※指定難病疾患

１食３００円
（１日３食９００円)

限度額適用区分「イ」 現役並「Ⅱ」

限度額適用区分「ウ」 現役並「Ⅰ」

限度額適用区分「エ」 一般

限度額適用区分「オ」 低所得「Ⅱ」
１食２４０円

（１日３食７２０円)

限度額適用区分「オ」
長期該当

低所得「Ⅱ」
長期該当

低所得「Ⅰ」
１食１１０円

（１日３食３３０円)

ご不明な点がございましたら会計窓口担当者へお問い合わせください。

横浜未来ヘルスケアシステム　戸塚共立いずみ野病院

入院時食事療養費の患者さまのご負担金額
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